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厚
生
労
働
省
は
九
月
五
日
、
平
成
二
四
年

「
派
遣
労
働
者
実
態
調
査
」
の
結
果
を
と
り

ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
派
遣
労
働
者

を
受
け
入
れ
る
事
業
所
の
割
合
は
減
少
す
る

一
方
、
専
門
性
を
活
か
し
た
人
材
を
活
用
す

る
事
業
所
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

調
査
は
二
〇
○
四
年
か
ら
四
年
に
一
回
実

施
。
三
回
目
と
な
る
今
回
調
査
は
、
昨
年
一

○
月
一
日
時
点
の
状
況
に
つ
い
て
、
従
業
員

五
人
以
上
の
全
国
一
万
一
○
九
二
事
業
所
と
、

そ
こ
で
働
く
派
遣
労
働
者
八
四
○
七
人
か
ら

得
ら
れ
た
回
答
を
と
り
ま
と
め
た
。
今
回
か

ら
公
営
事
業
所
も
対
象
に
加
え
た
た
め
、
前

回
（
五
人
以
上
民
営
事
業
所
）
と
比
較
す
る

際
に
は
、
五
人
以
上
民
営
事
業
所
の
数
値
で

比
較
し
て
い
る
。

 

事
業
所
調
査

情
報
通
信
業
、
金
融
・
保
険
、
製
造

が
上
位

　

昨
年
一
○
月
一
日
時
点
で
派
遣
労
働
者
が

就
業
し
て
い
る
事
業
所
の
割
合
は
一
○
・

八
％
と
な
っ
た
。
産
業
別
に
み
る
と
、「
情
報

通
信
業
」（
二
六
・
九
％
）、「
金
融
業
、
保
険

業
」（
一
九
・
一
％
）、「
製
造
業
」（
一
八
・
三
％
）、

「
不
動
産
業
、物
品
賃
貸
業
」（
一
七
・
六
％
）

の
順
に
多
い
。

　

規
模
別
に
み
る
と
、一
○
○
○
人
以
上（
八

○
・
五
％
）、
三
○
○
～
九
九
九
人
（
六
三
・

○
％
）、一
○
○
～
二
九
九
人
（
四
一
・
八
％
）、

三
○
～
九
九
人
（
二
二
・
八
％
）、
五
～
二

九
人
（
七
・
五
％
）
と
な
り
、
規
模
が
大
き

い
ほ
ど
派
遣
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

前
回
調
査
と
比
較
す
る
た
め
、
五
人
以
上

民
営
事
業
所
で
集
計
す
る
と
、
派
遣
労
働
者

が
就
業
し
て
い
る
事
業
所
の
割
合
は
一
一
・

○
％
と
な
り
、
前
回
調
査
（
一
三
・
八
％
）

よ
り
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
て
い
る
。

医
療
・
福
祉
、
金
融
・
保
険
で
は 

女
性
が
八
割
超

　

一
方
、
派
遣
労
働
者
を
人
数
ベ
ー
ス
で
み

る
と
、
事
業
所
で
働
く
全
労
働
者
に
対
す
る

割
合
は
二
・
八
％
と
な
る
。
男
女
比
で
み
る

と
、
男
性
（
四
四
・
五
％
）、
女
性
（
五
五
・

五
％
）
と
な
り
、男
性
で
は
製
造
業
（
六
○
・

一
％
）、
建
設
業
（
五
九
・
四
％
）、
情
報
通

信
業
（
五
八
・
三
％
）、運
輸
業
、郵
便
業
（
五

四
・
九
％
）
の
割
合
が
高
く
な
る
。
一
方
、

女
性
で
は
、「
医
療
・
福
祉
」、「
金
融
業
、
保

険
業
」、「
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
」

の
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
八
割
を
超
え
て
い
る
。

雇
い
入
れ
は
必
要
人
員
の
迅
速
な 

確
保
が
最
多

　

派
遣
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
理
由
（
複
数

回
答
）
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
多
い
の
が

「
欠
員
補
充
等
必
要
な
人
員
を
迅
速
に
確
保

で
き
る
た
め
」（
六
四
・
六
％
）。
以
下
、「
一

時
的
・
季
節
的
な
業
務
量
の
変
動
に
対
処
す

る
た
め
」（
三
六
・
七
％
）、「
専
門
性
を
活
か

し
た
人
材
を
活
用
す
る
た
め
」（
三
四
・
二
％
）、

「
軽
作
業
、
補
助
的
業
務
等
を
行
う
た
め
」

（
二
五
・
二
％
）
の
順
に
な
る
。

　

前
回
調
査
と
比
較
す
る
と
、「
専
門
性
を
活

か
し
た
人
材
を
活
用
す
る
た
め
」
と
す
る
割

合
（
前
回
二
五
・
三
％
→
今
回
三
三
・
一
％
）

が
増
加
す
る
一
方
、「
欠
員
補
充
等
必
要
な
人

材
を
迅
速
に
確
保
で
き
る
た
め
」（
前
回
七

○
・
七
％
→
今
回
六
五
・
八
％
）
が
低
下
し

て
い
る
。

　

一
方
、
派
遣
労
働
者
が
就
業
し
て
い
な
い

事
業
所
に
対
し
、
派
遣
を
受
け
入
れ
な
い
理

由
（
複
数
回
答
）
を
尋
ね
る
と
、「
今
い
る
従

業
員
で
十
分
で
あ
る
た
め
」（
六
六
・
九
％
）

が
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
「
費
用
が
か
か

り
す
ぎ
る
た
め
」（
二
三
・
五
％
）、「
派
遣
労

働
者
を
受
け
入
れ
る
よ
り
他
の
就
業
形
態
の

労
働
者
を
採
用
し
て
い
る
た
め
」（
一
八
・

九
％
）、「
必
要
な
職
業
能
力
を
備
え
た
派
遣

労
働
者
を
す
ぐ
に
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
た
め
」（
一
四
・
四
％
）
と
な
る
。

医
療
関
連
で
は
看
護
師
業
務
へ
の 

派
遣
が
ト
ッ
プ

　

派
遣
労
働
者
が
従
事
し
て
い
る
業
務
（
複

数
回
答
）
に
つ
い
て
み
る
と
、「
一
般
事
務
」

（
三
二
・
三
％
）、「
事
務
用
機
器
操
作
」（
二
三
・

四
％
）、「
物
の
製
造
」（
一
五
・
○
％
）
の
順

に
な
る
。

　

今
回
調
査
で
は
、
高
齢
化
に
伴
い
、
医
療

関
連
業
務
（
二
・
三
％
）
に
従
事
し
て
い
る

派
遣
労
働
者
の
実
態
に
つ
い
て
の
質
問
項
目

を
設
け
た
。
従
事
し
て
い
る
業
務
（
複
数
回

答
）
は
「
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含
む
）」（
七

一
・
一
％
）
が
も
っ
と
も
多
く
、次
い
で
「
そ

の
他
診
療
補
助
業
務
」（
二
四
・
六
％
）
と
な

る
。
派
遣
す
る
理
由
（
複
数
回
答
）
は
、「
育

児
休
業
」（
四
八
・
三
％
）、「
産
前
産
後
休
業
」

（
四
四
・
六
％
）、「
紹
介
予
定
派
遣
」（
四
○
・

九
％
）
の
順
に
な
る
。

契
約
期
間
は
短
縮
化
の
傾
向
に

　

派
遣
契
約
期
間
を
み
る
と
、「
二
カ
月
を
超

え
三
カ
月
以
下
」（
四
二
・
二
％
）
が
も
っ
と

も
多
く
、
以
下
、「
三
カ
月
を
超
え
六
カ
月
以

下
」（
一
七
・
三
％
）、「
六
カ
月
を
超
え
一
年

以
下
」（
一
四
・
八
％
）
と
な
る
。

　

前
回
調
査
と
比
較
す
る
と
、「
二
カ
月
を
超

え
三
カ
月
以
下
」
が
上
昇
（
前
回
三
三
・
六
％

→
五
○
・
二
％
）
す
る
一
方
、「
三
カ
月
を
超

え
六
カ
月
以
下
」（
前
回
二
七
・
一
％
→
一
七
・

四
％
）、「
六
カ
月
を
超
え
一
年
以
下
」（
前
回

二
三
・
八
％
→
一
四
・
三
％
）
は
低
下
し
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
派
遣
期
間
の
短
縮
化
傾
向
に
つ

い
て
厚
労
省
の
担
当
者
は
、「
他
の
雇
用
統
計

で
み
て
も
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
前
の
水

準
に
戻
し
て
い
な
い
デ
ー
タ
も
あ
り
、
調
査

時
点
の
昨
年
一
○
月
で
は
事
業
所
は
長
期
契

約
を
結
ぶ
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
」
と
説
明
す
る
。

教
育
訓
練
・
能
力
開
発
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
が

突
出

　

過
去
一
年
（
昨
年
一
○
月
一
日
～
今
年
九

ト
ピ
ッ
ク
ス

実
態
調
査

4

派
遣
市
場
で
は
専
門
性
の
高
い
人
材
が
長
く
働
く
傾
向
に
―
厚
労
省
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月
三
○
日
）、
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
教
育

訓
練
や
能
力
開
発
を
実
施
し
た
事
業
所
の
割

合
は
六
六
・
八
％
と
な
っ
た
。
規
模
別
に
み

る
と
、
一
○
○
人
以
上
（
九
○
・
九
％
）、

三
○
～
九
九
人
（
八
九
・
○
％
）、
一
○
～

二
九
人
（
七
四
・
四
％
）、五
～
九
人
（
七
七
・

九
％
）
一
～
四
人
（
六
一
・
七
％
）
と
な
り
、

規
模
が
大
き
い
ほ
ど
実
施
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
。

　

実
施
し
た
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、
も
っ

と
も
多
い
の
が
「
働
き
な
が
ら
行
う
教
育
訓

練
・
能
力
開
発
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
を
行
っ
た
」（
八

七
・
九
％
）
で
突
出
し
て
い
る
。
以
下
、「
派

遣
元
が
実
施
す
る
教
育
訓
練
・
能
力
開
発
へ

の
便
宜
を
図
っ
た
」（
一
九
・
五
％
）、「
教
育

訓
練
機
関
（
事
業
所
以
外
の
場
所
）
で
教
育

訓
練
・
能
力
開
発
を
行
っ
た
」（
一
一
・
○
％
）、

「
外
部
の
講
師
を
招
い
て
教
育
訓
練
・
能
力

開
発
を
行
っ
た
」（
五
・
九
％
）
と
な
る
。

正
社
員
登
用
制
度
が
あ
る
事
業
所
は

約
一
割

　

就
業
規
則
な
ど
で
派
遣
労
働
者
を
正
社
員

に
登
用
す
る
制
度
が
あ
る
事
業
所
は
一
三
・

○
％
で
、
こ
の
う
ち
過
去
一
年
間
に
「
派
遣

労
働
者
を
正
社
員
に
採
用
し
た
こ
と
が
あ

る
」は
一
・
七
％
、「
採
用
し
た
こ
と
が
な
い
」

は
一
一
・
三
％
と
な
っ
た
。

　

一
方
、登
用
制
度
が
な
い
事
業
所
は
八
二
・

九
％
と
な
り
、
こ
の
う
ち
「
採
用
し
た
こ
と

が
な
い
」（
八
○
・
八
％
）
は
約
八
割
を
占
め

る
も
の
の
、「
採
用
し
た
こ
と
が
あ
る
」（
一
・

三
％
）
も
僅
か
に
み
ら
れ
た
。

　

前
回
と
比
べ
る
と
、
正
社
員
の
登
用
制
度

が
あ
る
事
業
所
（
前
回
一
二
・
七
％
→
一
三
・

六
％
）
は
微
増
し
た
も
の
の
、「
採
用
し
た
こ

と
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
割
合
（
前
回
四
・

八
％
→
一
・
八
％
）
は
減
少
し
て
い
る
。

　

今
後
の
派
遣
労
働
者
の
割
合
の
方
針
を
み

る
と
、
派
遣
労
働
者
が
就
業
し
て
い
る
事
業

所
で
は
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
「
未
定
」（
五

一
・
四
％
）
で
、「
変
え
な
い
」（
二
一
・
七
％
）、

「
減
ら
す
」（
一
八
・
○
％
）、「
増
や
す
」（
三
・

七
％
）
と
な
る
。
一
方
、
派
遣
労
働
者
が
就

業
し
て
い
な
い
事
業
所
で
は
、「
現
在
い
な
い

が
、
今
後
も
活
用
の
予
定
は
な
い
」（
四
九
・

七
％
）
と
「
未
定
」（
三
二
・
二
％
）
が
大
半

を
占
め
、「
増
や
す
」は
○
・
六
％
に
と
ど
ま
っ

た
。

 

派
遣
労
働
者
調
査

三
○
歳
代
が
三
分
の
一
強
を
占
め
る

　

一
方
、
派
遣
労
働
者
へ
の
調
査
を
み
る
と
、

年
齢
別
で
は
、
多
い
順
に
「
三
五
～
三
九
歳

（
一
九
・
二
％
）、「
三
○
～
三
四
歳
」（
一
六
・

四
％
）、「
四
○
～
四
四
歳
」（
一
五
・
一
％
）

と
な
り
、
三
○
歳
代
が
三
五
・
六
％
を
占
め

る
。

　

最
終
学
歴
を
み
る
と
、「
高
校
卒
」（
三
八
・

三
％
）、「
大
卒
」（
二
五
・
五
％
）、「
高
専
・
短

大
卒
」（
一
五
・
一
％
）、「
専
修
学
校
（
専
門

課
程
）
修
了
」（
一
四
・
四
％
）
の
順
に
な
る
。

　

今
回
調
査
で
新
た
に
加
わ
っ
た
学
卒
直
後

の
就
業
形
態
を
み
る
と
、「
正
社
員
」（
七
四
・

四
％
）
が
七
割
以
上
を
占
め
、「
正
社
員
以

外
」（
二
二
・
九
％
）
は
二
割
強
に
と
ど
ま
る
。

「
正
社
員
以
外
」の
内
訳
は
、「
派
遣
労
働
者
」

（
八
・
一
％
）、「
短
時
間
労
働
者
」（
六
・
一
％
）、

「
有
期
契
約
労
働
者
」（
四
・
八
％
）
と
な
る
。

男
性
は
常
用
雇
用
型
、
女
性
は 

登
録
型
が
多
い

　

派
遣
の
種
類
を
み
る
と
、「
登
録
型
」
は
四

七
・
八
％
、「
常
用
雇
用
型
」
は
五
二
・
二
％

と
な
る
。
性
別
で
み
る
と
、
男
性
は
、「
登
録

型
」（
三
○
・
六
％
）、「
常
用
雇
用
型
」（
六
九
・

四
％
）
と
な
り
、
常
用
雇
用
型
で
働
く
割
合

が
高
い
。
一
方
、女
性
は
、「
登
録
型
」（
六
一
・

四
％
）、「
常
用
雇
用
型
」（
三
八
・
六
％
）
と

な
り
、
登
録
型
で
働
く
割
合
が
高
く
、
男
女

で
対
照
的
な
結
果
と
な
っ
た
。

通
算
期
間
は
長
期
化
傾
向
に

　

派
遣
で
働
い
て
き
た
通
算
期
間
を
み
る
と
、

「
五
年
以
上
一
○
年
未
満
」（
二
六
・
九
％
）、

「
三
年
以
上
五
年
未
満
」（
一
七
・
七
％
）、「
一

○
年
以
上
」（
一
四
・
五
％
）
の
順
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
派
遣
で
三
年
以
上

働
い
て
き
た
人
は
六
割
近
く
に
達
す
る
。
前

回
調
査
と
比
べ
る
と
、「
一
○
年
以
上
」
の
割

合
（
八
・
五
％
→
一
四
・
五
％
）
が
増
加
し

て
お
り
、
長
期
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
働
い
て
き
た
派
遣
先
の

数
を
み
る
と
、「
一
カ
所
」（
四
二
・
五
％
）
が

も
っ
と
も
多
く
、「
二
カ
所
」（
二
○
・
○
％
）、

「
三
カ
所
」（
一
二
・
七
％
）
が
続
く
。

賃
金
制
度
改
善
や
契
約
期
間
長
期
化

を
要
望

　

派
遣
元
に
要
望
が
あ
る
派
遣
労
働
者
は
四

八
・
八
％
と
な
り
、
前
回
と
比
べ
「
要
望
が

あ
る
」
の
割
合
は
一
○
・
一
ポ
イ
ン
ト
低
下

し
た
。
要
望
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、「
賃
金

制
度
を
改
善
し
て
ほ
し
い
」（
五
六
・
五
％
）

が
も
っ
と
も
多
く
、
以
下
、「
継
続
し
た
仕
事

を
確
保
し
て
ほ
し
い
」（
四
二
・
六
％
）、「
派

遣
契
約
が
途
中
解
除
さ
れ
た
場
合
、
他
の
派

遣
先
の
確
保
を
し
て
ほ
し
い
」（
二
五
・
九
％
）

と
な
る
。

　

一
方
、
派
遣
先
に
要
望
が
あ
る
派
遣
労
働

者
は
三
六
・
六
％
と
な
り
、
前
回
と
比
べ
て

九
・
八
ポ
イ
ン
ト
低
下
。
そ
の
内
容
（
複
数

回
答
）
は
、「
派
遣
契
約
期
間
を
長
く
し
て
ほ

し
い
」（
三
七
・
七
％
）、「
指
揮
命
令
系
統
を

明
確
に
し
て
ほ
し
い
」（
二
六
・
○
％
）、「
年

次
有
給
休
暇
を
取
り
や
す
く
し
て
ほ
し
い
」

（
二
○
・
○
％
）
な
ど
が
あ
が
っ
た
。

今
後
の
働
き
方
は
正
社
員
と
派
遣
で

拮
抗

　

今
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
は
、「
派
遣
労
働

者
と
し
て
働
き
た
い
」（
四
三
・
一
％
）
と
「
派

遣
社
員
で
は
な
く
正
社
員
と
し
て
働
き
た

い
」（
四
三
・
二
％
）
が
拮
抗
す
る
。

　
「
派
遣
労
働
者
と
し
て
働
き
た
い
」
労
働

者
の
う
ち
、「
常
用
雇
用
型
の
派
遣
で
働
き
た

い
」は
八
○
・
四
％
、「
登
録
型
で
働
き
た
い
」

は
一
九
・
六
％
と
な
る
。
年
齢
別
に
み
る
と
、

二
五
～
四
九
歳
層
で
は
「
派
遣
社
員
で
は
な

く
正
社
員
と
し
て
働
き
た
い
」
が
「
派
遣
労

働
者
と
し
て
働
き
た
い
」
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
厚
労
省
の

担
当
者
は
、「
派
遣
市
場
は
縮
小
し
て
少
数
精

鋭
化
が
進
む
一
方
、
事
業
所
側
で
は
高
度
人

材
を
有
効
活
用
す
る
動
き
が
強
ま
り
、
専
門

性
の
高
い
人
材
が
一
カ
所
で
長
く
働
き
続
け

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
が
派

遣
期
間
の
長
期
化
の
一
因
に
も
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
み
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）




